
１１医医療療費費通通知知にに関関すするる事事項項

円 ㋐ 円 ㋑ 円

３３控控除除額額のの計計算算

円

円

円

円

円

円

令令和和５５年年分分　　医医療療費費控控除除のの明明細細書書
※この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません。

ここのの明明細細書書はは、、申申告告書書とと
一一緒緒にに提提出出ししててくくだだささいい。。

住住 所所 霧霧島島市市

氏氏 名名

(1) 
 医療費通知に記載
された医療費の額

(2) 
(1)のうちその年中に

実際に支払った
医療費の額

(3) 
(2)のうち生命保険や

社会保険などで
補塡される金額医療費通知（※）を添付する場合、右記の⑴～⑶を記入します。

※医療保険者が発行する医療費の額などを通知する書類で、所定の事項が記載さ
れたものをいいます。

　（例：健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」）

２２医医療療費費（（上上記記１１以以外外））のの明明細細 「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することがで
きます。上記１に記入したものについては、記入しないでください。

(1)医療を受けた方の
氏名

(2)病院・薬局などの
　支払先の名称

(3)医療費の区分
(4)支払った医療
費の額

(5)(4)のうち生命保険
や社会保険などで補塡
される金額

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

　□診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費

２ の 合 計 ㋒ ㋓

医療費の合計 ＡＡ
（㋐＋㋒）　　　 　　　円

ＢＢ
（㋑＋㋓）   　       円

※　上の明細については、記入欄が不足する場合は、適宜の用紙を追加して記入して
いただいても差し支えありません。

支払った医療費
（合計） Ａ

申申告告書書第第二二表表の「所所得得かからら差差しし引引かかれれるる金金額額
にに関関すするる事事項項」欄の医医療療費費控控除除に転記します。保険金などで

補塡される金額 Ｂ円

差引金額
（Ⓐ－Ⓑ）

（赤字のときは0円）
Ｃ 申申告告書書第第一一表表の「所所得得金金額額」欄の合合計計を転記します。

(注)次の場合には、それぞれ次の金額を加算します。
・退職所得及び山林所得がある場合･･･その所得金額
・ほかに申告分離課税の所得がある場合･･･その所得
　金額(特別控除前の金額)
なお、損失申告の場合には、申申告告書書第第四四表表（損損失失申申
告告用用）の「４４繰繰越越損損失失をを差差しし引引くく計計算算」欄の90の金
額を転記します。

所得金額の合計額 Ｄ

Ⓓ×０．０５
（赤字のときは0円）

Ｅ

Ⓔと１０万円のいずれ
か少ない方の金額 Ｆ

医療費控除額
（Ⓒ－Ⓕ）

（（最最高高220000万万円円、、赤赤字字ののととききはは00円円））

Ｇ 申申告告書書第第一一表表の「所所得得かからら差差しし引引かかれれるる金金額額」欄の
医医療療費費控控除除に転記します。



— — ＝

１１医医療療費費通通知知にに関関すするる事事項項

円 ㋐ 円 ㋑ 円

霧霧島島　　太太郎郎

霧霧島島　　太太郎郎

霧霧島島　　花花子子

霧霧島島　　次次郎郎

㋒ ㋓

３３控控除除額額のの計計算算

円

円

円

円

円

円

◎◎ 医医 療療 費費 控控 除除 にに つつ いい てて

☆医療費控除とは、あなたやあなたと生計を一にする配偶者や他の親族のために医療費を支払った場合に一定の
所得控除を受けることができる制度です。この制度は、支払った医療費が返金されるものではなく、納めすぎた
所得税の還付を受けたり、納付すべき所得税及び住民税を軽減するものですので、所得税及び住民税が発生しな
い方は不要です。
☆医療費控除の対象となるのは、令和５年１月１日から令和５年12月31日までに支払った医療費です。
☆医療費の領収書の提出及び提示は不要ですが、医療費の領収書は５年間保管してください。
☆保険金などで補塡される金額とは、生命保険契約や損害保険契約に基づく保険会社の給付金や高額療養費、出
産育児一時金、子ども医療費助成金などです。
☆医療費の計算方法は、下記のとおりです。

支払った医療費
保険金などで
補塡される金額

１０万円と所得の５％の
いずれかの少ない方の金額

医療費控除

医 療 費 控 除 の 明 細 書 の 記 載 例

令令和和５５年年分分　　医医療療費費のの明明細細書書
※この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません

ここのの明明細細書書はは、、申申告告書書とと
一一緒緒にに提提出出ししててくくだだささいい。。

住住 所所 霧霧島島市市国国分分中中央央三三丁丁目目4455番番１１号号

氏氏 名名 霧霧島島　　太太郎郎

(1) 
 医療費通知に記載
された医療費の額

(2) 
(1)のうちその年中に実際に

支払った医療費の額

(3) 
(2)のうち生命保険や社会

保険などで
補塡される金額

医療費通知（※）を添付する場合、右記の⑴～⑶を記入します。
※医療保険者が発行する医療費の額などを通知する書類で、所定の事項が記載さ
れたものをいいます。

　（例：健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」）
117766,,558844 115533,,330000

２２医医療療費費（（上上記記１１以以外外））のの明明細細 「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することがで
きます。上記１に記入したものについては、記入しないでください。

(1)医療を受けた方の
氏名

(2)病院・薬局などの
　支払先の名称

(3)医療費の区分
(4)支払った医療
費の額

(5)(4)のうち生命保
険や社会保険などで
補塡される金額

□□□□病病院院
　■診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費 1122,,000000

××××薬薬局局
　■診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費 11,,556600

□□□□医医院院
　■診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費 111100,,000000 3300,,000000

△△△△歯歯科科
　■診療・治療　　□介護保険サービス 
　□医薬品購入　　□その他の医療費 22,,110000

２ の 合 計 112255,,666600 3300,,000000

医療費の合計 ＡＡ
（㋐＋㋒）　　　 　　　円

ＢＢ
（㋑＋㋓）   　       円

227788,,996600 3300,,000000

差引金額
（Ⓐ－Ⓑ）

（赤字のときは0円）
Ｃ

224488,,996600

所得金額の合計額 Ｄ

保険金などで
補塡される金額 Ｂ3300,,000000 円

22,,550000,,000000

Ⓓ×０．０５

支払った医療費
（合計）

Ａ
227788,,996600

医療費控除額
（Ⓒ－Ⓕ）

（（最最高高220000万万円円、、赤赤字字ののととききはは00円円））

Ｇ
114488,,996600

（赤字のときは0円）
Ｅ

112255,,000000

Ⓔと１０万円のいずれ
か少ない方の金額 Ｆ

110000,,000000

患者様ごと、

病院や薬局ごとに
記載してください。

【子どもの医療費について】

・子ども医療費助成制度により、未就学児は全額

助成されますので記入不要です。

・小学生及び中学生は、月額2,000円を超えた額

（ただし住民税非課税世帯に限り全額）が助成さ

れますので、2,000円を超えない月は実際に支

払った金額、2,000円を超えた月は2,000円として、

合計のうえ、記入してください。

医療費通知に記載され

た自己負担額の合計額

を記入します。

⑴で記入した医療費のうち、

その年中に実際に支払った

金額を領収書などで確認し、

合計額を記入します。

⑵の医療費について、

保険金などを受け取っ

た場合は、その金額を

記入します。

所得金額などが分からない場合は、申告時に計算し

ますので、未記入でも構いません。上記の明細内訳

のみ記入してください。


